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は じ め に 

 

平素は、赤十字事業の推進にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

このマニュアルは、当支部が普及を進めております赤十字救急法・水上安全法講習につい

て、指導員の派遣を計画されている団体等のご担当者のために、申請方法や経費負担の方

法などをわかりやすくまとめたものです。ご覧いただき、手続きのご参考にしてください。 
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１申請手続きの流れ 

①  講習会の企画・立案 

   当支部ご相談のお電話をいただく前に、次のことを整理してください。 

   希望する講習の種類／希望の日時（第1～3候補日）／会場／受講人数（20人以上） 

   ※遅くとも希望日の２～３ヶ月前までにはお電話ください。 

   ※会場は当支部のご利用も可能です（平日09：30～17：30） 

※開催経費に関してはお問い合わせください。 

 ↓ 

 ↓ 

②   当支部への相談 

   当支部担当あてご相談のご連絡（事前協議）をお願いします。 

 ↓ 

    ↓ 

③  申請書類の提出 

   当支部と指導員の派遣が調整できれば、速やかに申請書類をご提出ください（赤十字 

の各地区・分区との共催の場合は提出先が異なります）。 

 ↓ 

    ↓ 

④  派遣回答・詳細打合わせ   

申請団体あてに派遣回答の文書をお送りします。 

 ↓ 

    ↓ 

⑤  名簿の事前提出 

   一般普及講習のほか、短期講習で受講証の発行を希望される場合は、事前に受講者名 

簿（当支部所定書式）を提出ください。 

 ↓ 

    ↓ 

⑥  講習教材と資機材の受け渡し  

事前に調整のうえ、教材の引き取りをお願いします。当支部の場合は（土・日・祝日 

を除く）9時～17時半（12時～13時を除く）の間にお越しください。 

 ↓ 

    ↓ 

⑦  講習実施と確認書提出  

  講習会最終日に、指導員が持参する『受講人数確認書』を、双方立会いのもと作成いた 

だき、速やかにファクシミリにより支部へお送りください（ファクシミリが使えない場 

合は写しを郵送してください）。この確認書をもとに経費を請求いたします。 
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    ↓ 

⑧  講習資機材の返却     

教材の返却をお願いします。当支部の場合は（土・日・祝日を除く）9時～17時半（12 

時～13時を除く）の間にお越しください。 

 ↓ 

    ↓ 

⑨  講習経費の振込 

当支部支部から請求書と専用振込用紙をお送りしますので、請求額をお振込ください。 

 ↓ 

 ↓ 

⑩  認定証等の送付      

認定証や受講証は、講習会終了後１ヶ月以内に申請団体あてにまとめてお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

  日本赤十字社京都府支部 事業推進課 

〒602-8044 京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町178 

℡（075）468-1182 Fax（075）468-1789 

（月～金 ９：００～１７：３０） 

  メール koshu@kyoto.jrc.or.jp 
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２講習の種類 

 

  現在、当支部で指導員を派遣している講習は、次の４種類です。 

  救急法講習  水上安全法講習  健康生活支援講習  幼児安全法講習 

  このマニュアルでは、これらのうち救急法講習と水上安全法講習を下表のとおり区分し、

それぞれの講習に必要となる経費や申請方法などを説明しています。健康生活支援講習

や幼児安全法の講習を希望される場合は、当支部（担当：健康生活支援係）にお問い合

わせください。 

 

 

 講 習 区 分 講習時間 主 な 内 容 

一

般

普

及

講

習 

救急法 

基礎講習 

４時間 

以上 

一次救命処置（心肺蘇生・ＡＥＤの使用

法・気道異物除去）・体位管理・保温 

救急法 

救急員養成講習 

（基礎講習と同時開催の場合） 

１４時間 

以上 

一次救命処置・体位管理・保温・止血法・ 

包帯法・固定法・搬送法・総合実技 等 

水上安全法 

救助員養成講習Ⅰ 

（基礎講習との同時開催の場合） 

１８時間 

以上 

一次救命処置・応急手当（体位管理・保

温・止血法等）・監視方法・溺者救助法 等 

短

期

講

習 

短期  

一次救命処置コース① 

１時間 

３０分 
心肺蘇生・ＡＥＤの使用法・体位変換 等  

短期  

一次救命処置コース② 
１時間 

心肺蘇生（人工呼吸の実習なし）・ＡＥＤ

の使用法・体位変換 等 

短期 

一次救命処置コース③ ２時間 

プールにおける事故を想定した講習 

心肺蘇生・ＡＥＤの使用法・体位変換・

プール監視方法・溺者救助法 等 

短期 

応急手当コース 

１時間 

以上 

上記以外の内容 

（詳細は講習ごとで要望に応じ計画） 

 

凡例 

「一般普及講習」・・ 日本赤十字社の認定資格を取得できます（取得資格は各講習に

より異なります）。実技・学科の検定があります。 

「短期講習」・・・・ ご希望の内容が選べる講習です。ご希望により受講証（講習会

を受講されたことを証するカード）を発行します。 



p. 6 

 

３申請の手順 

講習の企画から申請、経費の精算までの一連の流れを手順をおって説明します。 

 

１ 本申請の前に（事前協議） 

 

  このマニュアルや当支部ホームページ「講習会の内容」をご覧いただき、希望される講

習の種類（一般普及か短期か、救急法か水上安全法かなど）、希望日（第 1～3 候補日）、

会場（実技では二人一組で床に座ったり寝たりします）、受講人数（20人以上）が決まり

ましたら、当支部あてご連絡ください。 

※会場は当支部のご利用も可能です（平日09：30～17：30） 

 

      

      

   

 

 

 

 

最初のご連絡は、希望日の２～３ヶ月前までにお願いします。なお、ご希望の日時に対

応が出来ない場合があることをご承知おきください。 

 

指導員派遣の条件 

指導員派遣には、原則として次の条件がありますのでご承知おきください。 

① 講習会場は、京都府内であること。 

② 受講者が２０名以上であること。 

③ 申請団体(者)の営利活動につながらないこと。 

【具体例】 

・ 後述する講習開催経費・講習教材費を超える額が受講者の負担すべき費用

として設定され、徴収される場合。 

・ 学校や研修・セミナーなどの募集要項等に、講習の受講や資格取得ができ

ることを掲載するなどして受講者を募集しようとしている場合等。 

④ 派遣する指導員を指定した申請はお受けできません。 

⑤ 短期講習を大学等のカリキュラムの一部として開催される場合は、別途講師派

遣料が必要です。 

⑥ 災害が発生または予想される場合は、講習を中止していただくことがあります。 

連絡先 

  日本赤十字社京都府支部 事業推進課 

〒602-8044 

京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町178 

℡（075）468-1182 Fax（075）468-1789 

（月～金 ９：００～１７：３０） 

  メール koshu@kyoto.jrc.or.jp 
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２ 申請書の作成（提出） 

事前協議の結果、指導員の派遣が調整できた場合は、速やかに申請書類一式をご提出く 

ださい（郵送・メール可）。 

 

３ 派遣回答と詳細打ち合わせ 

  申請団体（者）あてに派遣回答の文書をお送りしますので、日時・場所・概算経費等を

ご確認ください。また、これに前後して講習会の実施に向けた詳細な打ち合わせをさせ

ていただきます。 

 

４ 名簿の事前提出 

以下の講習の場合は事前に受講者名簿の提出をお願いします。 

《名簿の提出をお願いする講習》 

① 一般普及講習（救急法基礎講習・救急員養成講習・救助員養成講習） 

② 短期講習で受講証の発行を希望する場合 

（名簿の様式や提出方法等については打ち合わせの際にお知らせします）。 

      ※ 個人情報の取扱いについて 

         講習会の開催に関して受講資格（年齢制限）の確認や各種連絡、認定証・受講証の発行 

等のためなど最低限必要な個人情報をお預かりしています。お預かりした個人情報につ 

いては厳正に管理し、講習会の運営事務にのみ使用し、その他の用途には用いません。 

 

５ 教材と資機材の受け渡しと返却 

事前に調整のうえ、教材の引き取りと返却をお願いします。当支部の場合は（土・日・

祝日を除く）9時～17時半（12時～13時を除く）の間にお越しください。 

 

６ 受講者の服装・持ち物 

・ 実技では受講者が床に寝たり座ることがありますので、実技に適した服装・運動靴

の着用をお伝えください。 

・ 指導員の控室、更衣室をご準備願います。 

・ 短期講習で包帯法（三角巾など）の貸し出しを希望される場合は、クリーニング後

の返却となります。 

 

７ 講習の開催にかかる経費について 

   講習開催に必要な経費は、下記のとおりです。 

① 講習開催経費 

   講習にかかる全体経費であり、指導員派遣に伴う旅費等や消耗品費や講習資材の保

守修理費用の一部負担金の一部を申請団体にご負担いただくものです。 

なお、下記の場合は、講習開催経費・講師派遣料の一部または全部を免除します。 
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      ア．赤十字各地区・分区が共催団体となる講習 

      イ．赤十字奉仕団・青少年赤十字加盟校からの依頼による講習 

ウ．全日程の指導及び講習運営を申請団体に所属している赤十字指導員のみで行 

う場合 

      エ．その他支部長が特に必要と認める講習 

 

② 講習教材費 

   受講者一人あたりの経費であり、教本等の教材代です。配付する教材は、各講習

区分で異なります。詳しくは各講習の解説ページをご覧ください。 

③ その他 

ア． 短期講習の受講証の発行はカード発行料（100円×受講者数）が必要です。 

イ． 会場使用料が必要な場合などは申請団体（者）で負担をお願いします。 

ウ． 短期講習にて保険への加入を希望される場合には、1 人あたり 100 円がか

かります。 

※一般普及講習（救急法基礎講習など）では保険への加入が必須となるため、

受講料の中に保険料が含まれています。 

※保険の詳細につきましては【セーフティプログラム補償制度】をご確認く

ださい。 

 

経費の減免方法に関しての詳細は、別途お問い合わせください。 

 

９ 経費の支払い方法 

  講習経費は、実際に受講された人数と配付した教材数に基づき請求します。講習会終了

後、申請団体（者）宛てに請求書をお送りしますので、当支部指定の銀行口座にお振込

みください。講習会場での現金の取り扱いは一切できませんのでご了承ください。 

※振込には請求書と併せてお送りする専用振込用紙（振込手数料が免除されます）をお使 

いください。 

https://jrc-cms.ewmservice.com/chapter/kyoto/news/pdf/20251216-661c144976675fc05d89f345f6fb744653406f62.pdf


p. 9 

 

 

４講習のあらまし 

 

それぞれの講習の内容・講習時間・経費などを解説します。ご要望内容に一番近い 

講習を選択していただく際の参考にしてください。 

 

 

 

 

《 一 般 普 及 講 習 》 

 

救急法基礎講習 Ｐ10 

 

救急法救急員養成講習 Ｐ11 

 

水上安全法救助員養成講習Ⅰ Ｐ12 

 

 

 

 

《 短  期  講  習 》 

 

一次救命処置コース①・②・③ Ｐ13 

 

応急手当コース Ｐ14 
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                      First  Aid  Basic  Course 

                                           Basic Life Support (B.L.S.) 

講習時間 ４時間以上 （標準日数 １日） 

受講対象 １５歳以上の方 

内  容 傷病者の観察の基本／保温法／成人の一次救命処置（心肺蘇生・ＡＥＤ～自動体

外式除細動器～の使い方・気道異物の除去） など 

認 定 証 検定合格者には『救急法基礎講習修了者（ベーシックライフサポーター）』の資格を付与します 

 

このような方に適しています。 

  ★ 成人（小学生以上）の一次救命処置の基本をしっかりと学びたい方。（注） 

      （注） 乳幼児の心肺蘇生のトレーニングの機会は、別途「幼児安全法」でご提供しています。 

  ★ お仕事や活動の性格上、心肺停止の傷病者に遭遇し対応する可能性のある方、また

は心肺蘇生やＡＥＤの使用に関する資格認定が必要な方。 

    「救急法基礎講習」は、厚生労働省の定める「一定の頻度で心肺停止者に遭遇し対応が求められ 

る者のためのＡＥＤ講習の内容を含んでいます。 

★ 救急法救急員、水上安全法救助員Ⅰ、雪上安全法救助員の資格取得を目指しておら

れる方。基礎講習部分を修了された方は、上記の一般普及講習を受講される際に、

基礎講習部分の受講が免除されます。 

 

配付教材と講習教材費（受講者１名あたり） 

         

 

         ＋        ＝ 

 

              

講習開催経費（１講習あたり） 

 

 

 

 

 

  

救急法基礎講習は原則として１日で実施 

します。申請団体のご都合により複数日程 

で開催する場合は、（ 上表の額×日数分＝ 

講習開催経費）となります。 

受講人数 講習開催経費 

    ～２０名 １６，０００円 

２１名～３０名 ２４，０００円 

以上１０名ごとに ８、０００円追加 

１，５００円 
救急法 

基礎講習 

教 本 

呼気吹き

込み用具 

（２個） 

教本 
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First  Aider  Training  Course 

                                          ( B a s i c  L i f e  S u p p o r t  &  S t a n d a r d  F i r s t  A i d )  

講習時間 １４時間以上 （標準日数：３日 基礎講習1日＋救急員養成講習2日） 

受講対象 １５歳以上の方 

内  容 「救急法基礎講習」と「救急法救急員養成講習」の内容を同時に行います。 

《基礎講習》 傷病者の観察の基本／保温法／成人の一次救命処置（心肺蘇

生・ＡＥＤ～自動体外式除細動器～の使い方・気道異物の除

去） など 

《救急員養成講習》きずの手当（止血・包帯）／骨折などの手当／搬送法／急病 

       への対応 など 

認 定 証 検定合格者には以下の２種類の資格を付与します。 

『救急法基礎講習修了者（ベーシックライフサポーター）』 『赤十字救急法救急員』 

このような方に適しています。 

  ★ 心肺蘇生、きずの手当て、急病の対応など、一般市民としての緊急事態への対処法

を一通り学習したい方 

  ★ 救急法救急員の資格取得を目指す方 

       「救急法救急員」資格は、救急法の実践をするための知識と技術を有していることを日本

赤十字社が認定した民間資格で、日本防災士機構が養成している防災士の研修科目の一部

免除対象となっているほか、スポーツ関係の資格取得時の条件とされているなど社会的に

も高い評価を得ています。 

★  既に基礎講習を修了されている方は、基礎講習の受講が免除されます。 

 

配付教材と講習教材費（受講者１名あたり） 

                   

 

       ＋       ＋             ＋       ＝ 

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

受講人数 講習開催経費 

    ～２０名 ４８，０００円 

２１名～３０名 ７２，０００円 

以上１０名ごとに ２４，０００円追加 

３，６００円 
救急法 

基礎講習 

教 本 

救急法 

講   習 

教 本 

呼気吹き 

込み用具 

（２個） 

教材セット

（三角巾・保護 

ガーゼ入り） 
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                      Red Cross  Lifesaver  Training  Course 

                                          (Basic Life Support & Water Safety) 

講習時間 １８時間以上 （標準日数：４日 基礎講習1日＋救助員養成講習Ⅰ3日） 

受講対象 １５歳以上で一定の泳力を有する方 

内  容 「救急法基礎講習」と「救助員Ⅰ養成講習」の内容を同時に学習します。 

《基礎講習》 傷病者の観察の基本／保温法／成人の一次救命処置（心肺蘇

生・ＡＥＤ・気道異物の除去） など 

《救助員養成講習》水の事故への対処法（監視方法・溺者救助法・自己保全・水

辺での怪我、急病等への対応 など） 

認 定 証 検定合格者には以下の２種類の資格を付与します。 

『救急法基礎講習修了者（ベーシックライフサポーター）』 『赤十字水上安全法救助員Ⅰ』 

 

このような方に適しています。 

  ★ 心肺蘇生、水の事故防止、溺者への対応など、水辺での緊急事態に対応する方法を

一通り学習したい方 

  ★ 水上安全法救助員Ⅰの資格取得を目指している方 

       「水上安全法救助員」資格は、水の事故防止や溺者救助に必要な知識と技術を習得してい

ることを日本赤十字社が認定した民間資格です。この資格がなければ水難救助活動が出来な

い、または水泳指導が出来ないといったものではありませんが、プールや海水浴場の監視員

の採用条件とされている場合も多く、社会的に高い評価を得ています。 

★ 将来、水上安全法救助員Ⅱの資格取得を目指しておられる方。 

  ★  既に基礎講習を修了されている方は、基礎講習の受講が免除されます。 

 

配付教材と講習教材費（受講者１名あたり） 

                   

 

       ＋       ＋              ＝ 

              

 

※既に基礎講習を修了されている方は、基礎講習受講料1,500円が免除されます 

 

講習開催経費（１講習あたり） 

  水上実技の安全確保と適正な履修 

効果を得る目的で、本講習会の受講 

定員は原則４０名までとしています。 

受講人数 講習開催経費 

    ～２０名 ８８，０００円 

２１名～ ３０名 １２０，０００円 

３１名～ ４０名 １５２，０００円 

２，２００円 
救急法 

基礎講習 

教 本 

水上安全法 

講習教本 

呼気吹き 

込み用具 

（２個） 
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Basic Life Support (B.L.S.) 

Short  Course 

種  別 一次救命処置コース① 一次救命処置コース② 一次救命処置コース③ 

講習時間 １時間３０分 １時間 ２時間 

受講対象 年齢制限等、特にありません。 

内  容 

心肺蘇生・ＡＥＤの使用

法・体位変換 

心肺蘇生（人工呼吸の実

習なし）・ＡＥＤの使用

法・体位変換 

心肺蘇生・ＡＥＤの使用

法・体位変換・プール監

視方法・溺者救助法 

受 講 証 
事前にご希望の場合、全課程を参加された方には受講証を交付 

（カード発行料：１００円／人） 

 

このような方に適しています。 

  ★ 心肺蘇生の実技（ＡＥＤの使用法を含む）を短時間で練習したい方 

★ 水の事故防止やプール監視の要点などにあわせて、心肺蘇生の練習をしたい方 

 

ご注意ください！ 

  ★ 本講習会は、既定カリキュラムの一部を適宜組み合わせて実施するものです。資格

の認定を希望される場合は一般普及講習をご検討ください。 

  ★ 講習開催経費に保険料は含まれておりません。万一の事故やけがに備えて傷害保険

を参加者各自で加入願います。 

 

教材費について 

ご希望に応じて、教材を追加することができます。 

（実費分が教材費に追加されます。各教材の概要は付録講習教材一覧をご参照ください） 

 

講習開催経費について（１講習あたり） 

 

 

 

 

 

※受講に際し入水（プール）を伴う場合、講習開催経費は上記金額に5,000円が加算されます。 

受講人数 講習開催経費 

  ～4０名 ５，０００円 

4１名～8０名 １０，０００円 

以上4０名ごとに ５，０００円追加 
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     First Aid  &  Water Safety 

                                               Short  Course 

種  別 応急手当コース・水上安全法短期講習 

講習時間 １時間以上 

受講対象 年齢制限等、特にありません。 

内  容 心肺蘇生の実技以外の内容で講習を組み立てます（講習の一部に指導員による心

肺蘇生等のデモンストレーションを組み入れる場合も本コースになります）。 

申請団体のご要望に応じて内容は適宜設定します。 

受 講 証 
事前にご希望の場合、全課程を参加された方には受講証を交付 

（カード発行料：１００円／人） 

 

このような方に適しています。 

  ★ けがや急病への対処法を短時間で学びたい方 

★ 水の事故防止やプール監視の要点などを短時間で学びたい方 

 

ご注意ください！ 

  ★ 本講習会は、既定カリキュラムの一部を適宜組み合わせて実施するものです。資格

の認定を希望される場合は一般普及講習をご検討ください。 

  ★ 講習開催経費に保険料は含まれておりません。万一の事故やけがに備えて傷害保険

を参加者各自で加入願います。 

 

教材費について 

ご希望に応じて、教材を追加することができます。 

（実費分が教材費に追加されます。各教材の概要は付録講習教材一覧をご参照ください） 

 

講習開催経費について（１講習あたり） 

 

 

 

 

 

※受講に際し入水（プール）を伴う場合、講習開催経費は上記金額に5,000円が加算されます。 

 

 

 

受講人数 講習開催経費 

  ～4０名 ５，０００円 

4１名～8０名 １０，０００円 

以上4０名ごとに ５，０００円追加 



p. 15 

 

 

 

 

付録 講習教材一覧 

写真 教材名 教材の特徴 追加実費 

 

救急法 

基礎講習教本 

・一次救命処置の内容がもう羅されたテキスト。 

・救急法基礎講習の標準テキストです。 

・ご要望により短期講習での使用も可能です。 

（Ａ４判 約６０ページ） 

３１５円 

 

救急法 

講習教本 

・応急手当の内容がもう羅されたテキスト。 

・救急員養成講習の標準テキストです。 

・ご要望により短期講習での使用も可能です。 

（Ａ４判 約１３０ページ） 

５２４円 

 

水上安全法 

講習教本 

・水上安全法救助員養成講習の標準テキスト。 

・ご要望により短期講習での使用も可能です。 

（Ａ４判 約１６０ページ） 

 

５２４円 

 

小冊子 

救急法の基礎知識 

・一次救命処置と応急手当の内容を平易にまと

めたポケット小冊子です。 

・短期一次救命処置コースや短期応急手当コー

スの教材に適しています。 

（Ａ６判 約４０ページ） 

５３円 

 
小冊子 

ＡＥＤの使用に関

する救急法 

・成人の心肺蘇生とＡＥＤの使用法を簡潔にま

とめた小冊子です。 

・短期一次救命処置コースの教材に適していま

す。        （Ａ５判 ２５ページ） 

５３円 

 

小冊子 

水上安全のてびき 

・水の事故防止のための知識や技術を平易にま

とめた小冊子です。 

・水上安全法の内容を含む短期講習の教材に適

しています。    （Ａ５判 ３３ページ） 

５３円 

 呼気吹き込み用具 

 

 

 

・人工呼吸の際に感染の危険を低くするための

シートです（写真では人形の口に被せています）。 

・救急法基礎講習、一次救命処置コース①の標

準教材です。 

１８２円 

 

 

 教材セット 

・三角巾（２枚）と保護ガーゼ（１枚）がベル

トループ付のポーチに入っています。 

・救急員養成講習の標準教材です。 

・短期応急手当コースなどの短期講習の教材に

追加することもできます。 

１，３２０円 


